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第１節  環境問題に関する社会動向 
 

① 国際社会の動向 
 

●持続可能な世界の実現 

貧困・紛争・気候変動・感染症など、人類はこれまでにない数多くの課題に直面しており、こ
のままでは人類が安定してこの世界で暮らし続けることができなくなると危惧されています。 

こうした危機感から、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択されたのが「持続可能な開
発目標（SDGs）」です。 

SDGs は、持続可能な世界を実現するため、17 のゴール（目標）と 169 のターゲットから構成
されています。これらの目標の達成に向けて、国家レベルだけでなく、住⺠・事業者・⾃治体な
どの多様な主体が連携して行動することが求められています。 

出典：国際連合広報センターホームページ 

●地球温暖化対策の促進 

地球温暖化に伴う気候変動は、異常気象の頻発、食糧生産の困難、飲料水の枯渇、海面上昇に
よる居住地の喪失などを引き起こす深刻な環境問題です。 

地球温暖化の主な要因は、人類が消費する大量の化石燃料に起因する二酸化炭素をはじめとし
た温室効果ガスの増加であることが、ほぼ特定されています。 

温室効果ガス削減に関する国際的な取り決めとして、平成 27（2015）年 12 月に国連気候変動
枠組条約締結国会議（通称 COP）により、「パリ協定」が合意されました。 

パリ協定では、次のような世界共通の⻑期目標を掲げています。 

▶世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち 1.5℃に抑える努力をする。 

▶そのため、できる限り早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21 世紀後半には温室

効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量のバランスをとる。 
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●海洋プラスチックごみ問題の深刻化 

世界の海に存在しているプラスチックごみは、1 億 5,000 万トン以上、毎年約 800 万トンが増
え続けていると推定され、2050 年には海洋プラスチックごみの量が魚の総重量を上回ると言われ
ています。また、プラスチックは、紫外線の影響を受けるなどして、小さなプラスチックの粒子
となり、5mm 以下になったプラスチック（マイクロプラスチック）は⾃然分解することなく、数
百年以上もの間、⾃然界に残り続けると考えられています。 

こうした大量の海洋プラスチックごみは、既に海の生態系に甚大な影響を与えており、このま
までは問題が更に深刻化していくことになります。 

令和元（2019）年に開催された G20 大阪サミットでは、2050 年までに海洋プラスチックごみ
による追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
が各国間で共有され、令和 3（2021）年 5 月現在、87 の国と地域が共有しています。 

出典：公益財団法人ＷＷＦジャパン ホームページ 

 

●コロナ禍からの復興 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界の経済・社会・人の暮らしに大きな影響を及ぼしま
した。このコロナ禍からの復興のカギとして、今「グリーンリカバリー」が注目されています。 

グリーンリカバリーとは、単にコロナ禍の前に状況を戻すのではなく、地球温暖化の防止や生
物多様性の保全などを実現するための投資を行うことで復興しようという経済刺激策です。 

ＥＵでは、「次世代ＥＵ」と名付けた 90 兆円規模の経済復興策を打ち出しました。その要とな
るのがグリーンリカバリーであり、再生可能エネルギーの普及や電気⾃動車への転換のための巨
額のインフラ支援が盛り込まれています。 
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② 国の動向 
 

●第５次環境基本計画 

平成 30（2018）年 4 月に「第５次環境基本計画」が閣議決定されました。 
第５次環境基本計画は、SDGs やパリ協定の採択後に策定された計画であり、これらの実現に

向けて、環境・経済・社会の統合的向上に向けた取り組みを具体化したものです。 
また、第 5 次環境基本計画では、目指すべき社会の姿として「地域循環共生圏」が提唱されて

います。 
地域循環共生圏とは、各地域が美

しい⾃然環境などの地域資源を最大
限活用しながら⾃立・分散型の社会
を形成しつつ、地域の特性に応じて
資源を補完し支え合うことにより、
地域の活力が最大限に発揮されるこ
とを目指す考え方です。 

 
出典：環境省 第 5 次環境基本計画（概要版）より抜粋 

 

●2050 年カーボンニュートラル宣言 

 令和２（2020）年 10 月に、内閣総理大臣は所信表明演説のなかで「我が国は、2050 年までに
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわちカーボンニュートラル、脱炭素社会の実
現を目指す」ことを宣言しました。また、令和 3（2021）年 10 月に「地球温暖化対策計画」を改
定し、2050 年カーボンニュートラル宣言の実現に向け、その中期目標として、2030 年度の温室
効果ガス排出量を 46％削減（2013 年度比）することを目指すこととされました。 

                          出典：環境省 地球温暖化対策計画（概要版）より抜粋 
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●第６次エネルギー基本計画 

令和 3（2021）年 10 月に「第 6 次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。 
この計画は、「2050 年カーボンニュートラル」と「2030 年度の温室効果ガス排出 46％削減」と

いう野心的な削減目標の実現に向けて、エネルギー政策の道筋を示したものです。 
計画では、温室効果ガス削減目標を踏まえ、2030 年度のエネルギー需給の見通しが示されてお

り、「2030 年度の省エネ目標を従来から 2 割増に」「2030 年度の再エネ発電比率を現在の導入割
合から倍増させる」といった指標が定められています。 

出典：経済産業省・資源エネルギー庁資料  

 

●森林経営管理制度と森林環境税・森林環境譲与税 

森林が有する機能は、国土の保全や水源の涵養、地球温暖化防止など、国⺠に広く恩恵を与え
るもので、適切に森林整備などを進めていくことは、国土や国⺠の生命を守ることにつながりま
す。一方で、所有者や土地の境界が分からない森林が増加しており、また森林整備などの担い手
の不足が大きな課題となっています。 

このような状況のもと、平成 31（2019）年 4 月より「森林経営管理法」に基づく「森林経営管
理制度」がスタートしました。この制度では、手入れの行き届いていない森林について、市町村
が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託し、
林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理することができる制度です。 

このような森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成 31（2019）年 3
月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」と「森林環境譲与
税」が創設されました。 

森林環境税は、令和 6（2024）年度から国税として 1 人年額 1,000 円を市町村が賦課徴収する
こととなっています。 

森林環境譲与税は、私有人工林面積・林業就業者数・人口などを基準にして算定される金額を
国から都道府県や市町村に対し譲与するもので、令和元（2020）年度から譲与されています。 
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●プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などへの対応を契機
として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。 

こうした背景から、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、
プラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循
環の促進等に関する法律」が令和 4（2022）年 4 月に施行されました。 

この法律では、下記の役割分担のもと、関係主体が積極的にプラスチックの資源循環に取り組
むものとされています。 

出典：「プラスチックに係る資源循環の促進などに関する法律」普及啓発ページ 

●食品ロスの削減の推進に関する法律 

 食品ロスとは、本来食べられるのに廃棄される食品のことで、日本では令和 2（2020）年に 522
万トンの食品ロスが発生していると推計されており、これは世界中で飢餓に苦しむ人に向けた世
界の食料支援量の 1.2 倍に相当します。 
 こうした背景から、平成 30（2018）年に策定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」で
は、令和 12（2030）年度までに家庭からの食品ロスを半減（平成 12 年度比）するという目標が
定められ、令和元（2019）年 10 月には「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されまし
た。 
 この法律では、食品ロス削減に向け、国、地方公共団体、事業者、消費者の責務を明らかにす
るとともに、６つの基本施策が定められています。 

食品ロスの削減の推進に関する法律における６つの基本施策 

①消費者・事業者に対する意識啓発 ②食品関連事業者などの取組に対する支援 

③顕著な功績があるものに対する表彰 ④実態調査および削減方法などに関する調査研究 

⑤先進的な取り組みなどの情報収集・提供 ⑥フードバンクの活動支援 
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③ 広島県の動向 

●2050 ひろしまネット・ゼロカーボン宣言 

広島県では、令和 3（2021）年 3 月 18 日に 2050 年温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指し
て、県⺠、事業者など多様な主体が一体になって取組を進められるよう、「みんなで挑戦 未来に
つながる 2050 ひろしまネット・ゼロカーボン宣言」を表明しました。 

県内では、令和 5（2023）年 3 月時点で当町を含む 11 ⾃治体が 2050 年二酸化炭素実質排出量
ゼロに取り組むことを表明しています。 

自治体名 表明日 脱炭素に向けた主な取組・施策 

尾道市 2020/11/24 

〇2020 年度に立ち上げた「尾道 COOL CHOICE プロジェクト推進事業」を継続し、

COOL CHOICE の普及・啓発を推進する。尾道 COOL CHOICE プロジェクト推進事業

では、環境学習、家庭や事業所に向けて省エネを推進するなどの事業を実施。 

〇自家用車から公共交通機関への利用を促すとともにグリーンスローモビリティ

を取り入れたまちづくりを進める。 

〇公共施設への再生可能エネルギーの導入や LED 化を推進する。 

広島市 2020/12/8 
「広島市環境基本計画」及び「広島市地球温暖化対策実行計画」において、2050 年

までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を記載する。 

広島県 2021/3/18 

カーボンニュートラルの実現に向けて、これまでの省エネルギー対策や再生可能

エネルギーの導入促進に加え、二酸化炭素を建設資材や燃料などの原材料として

再利用する取組や農林水産業における利用、石油由来プラスチックからの代替促

進などにより、環境と地域経済の好循環を図りながら、SDGs へも貢献することで、

日本のみならず世界から注目を集めるような広島型カーボンサイクル構築の取組

を推進し、2050 年の温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す。 

大崎上島町 2021/3/25 

国、県とも連携し、ゼロカーボン自治体を目指して、町の脱炭素に向けた行動計画

を策定し、電気自動車の導入、集会所などへの蓄電池整備など、具体的な整備を行

い、二酸化炭素の排出ゼロに向けて取り組む。 

東広島市 2022/3/7 

脱炭素社会の形成に向けて、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入促

進、カーボンリサイクルの推進、気候変動を見据えた適応策の推進を実施する。 

また、環境先進都市の実現に向けた重要な取組みとして、カーボンニュートラル

エリアの形成を目指す。 

三原市 2022/3/23 

まずは 2030 年までに 2013 年比 46％削減を目指す。 

〇市民・事業者との脱炭素に向けた取り組み 

〇公共施設の脱炭素化の取組 

〇電気自動車普及への環境整備 

廿日市市 2022/6/9 

2022 年度から策定に着手する「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」において、

「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けた効果的な施策を検討し、「オール

はつかいち」で取組を進める。 

北広島町 2022/8/12 

北広島町の文化的景観や生物多様性を保全するとともに、地域の課題解決に資す

ることを前提に、①省エネルギー社会の推進、②小さなエネルギー生産工場の整

備、③森林の適正管理の推進 ３つの基本方針に基づく取組を行う。 

福山市 2023/2/27 
第 2 次福山市環境基本計画において、市民、事業者、行政が一体となり、2050 年

までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指す。 

呉市 2023/3/8 

令和 5 年 3 月策定の「第 3 次呉市環境基本計画」において、気候変動への対応に

係る主な取り組みとして、以下の４項目を掲げ、目標の実現を目指す。 

〇省エネルギー対策の推進 

〇再生可能エネルギーの導入促進 

〇多様な手法による地球温暖化対策の推進 

〇気候変動影響への適応 

府中町 2023/3/13 P54 参照 
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●第５次広島県環境基本計画 

広島県では、令和 3（2021）年 3 月に「第５次広島県環境基本計画」を策定しました。 
計画では、「環境にやさしい広島づくりと次代への継承 〜未来につながる環境の３つのわ（輪・

和・環）〜」を基本理念とし、計画策定の新たな視点・ポイントとして、「SDGs の考え方に基づ
く施策の推進」「地球温暖化対策の推進」「プラスチックごみの海洋流出防止対策」の３つを挙げ
ています。 

●地球温暖化対策の推進 

広島県では、「2050 ひろしまネット・ゼロカーボン宣言」の実現に向けて、令和 5（2023）年
3 月に「第３次広島県地球温暖化防止地域計画」及び「第 5 期広島県地球温暖化対策実行計画」
を改定しました。 
 「第３次広島県地球温暖化防止地域計画」では、広島県内から排出される温室効果ガスを令和
12（2030）年度までに 39.4％削減（2013 年比）することを目標とし、従来の 22％削減から大幅
に目標値を引き上げました。 
 計画において令和 12（2030）年度までは、現在の技術を最大限に活用し、省エネルギー対策な
どの推進及び再生可能エネルギーの導入促進に取り組むこととしています。 

 
出典：第３次広島県地球温暖化防止地域計画より抜粋 

 「第 5 期次広島県地球温暖化対策実行計画」では、広島県の事務事業から排出される温室効果
ガスを令和 12（2030）年度までに 55％削減（2013 年比）することを目標とし、令和 12（2030）
年度までに温室効果ガスの約 8 割を占める電気の使用に係る取り組みを重点的に実施することと
しています。 
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●プラスチックごみの海洋流出防止対策 

広島県では、瀬⼾内海に新たに流出する海洋プラスチックごみの量を令和 32（2050）年までに
ゼロにすることを目指して、令和 3（2021）年 6 月 23 日に「〜みんなで守ろう、ミライへ。美し
く恵み豊かな瀬⼾内海を〜2050 輝く GREEN SEA 瀬⼾内ひろしま宣言」を行いました。 

 
その実現のため、３つのフェーズを示しています。 

①海洋漂着量の多い主要３品目（ペットボトル、プラスチックボトル、食品包装・レジ袋）につ
いて、重点的な使用量削減対策などの仕組みを令和 12（2030）年までに構築する。 

②構築した使用量削減対策などの取り組みに着手し、令和 22（2040）年までに主要３品目の新た
な流出（海洋漂着量）をゼロにする。 

③主要３品目以外のプラスチックについても取り組みを展開していき、令和 32（2050）年までに
全てのプラスチックの新たな流出をゼロにする。 

 

出典：第５次広島県環境基本計画より抜粋 

また、広島県では、宣言の実現に向けての必要な取り組みを検討、展開するため、企業・団体
等を参画メンバーとするプラットフォームを設立し、令和 5（2023）年 2 月現在 104 の団体が加
盟しています。 

プラットフォームでは、企業や関係団体、行政などの幅広い関係主体が連携・協働することで
「プラスチックの使用量削減」「プラスチックごみの流出防止」「プラスチックごみの清掃・回収」
「情報の収集、発信、共有」の４つの取り組みを実施しています。 
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第２節  府中町の環境の現状 
 

① 地球環境 
 

●温室効果ガスの排出量 

・当町の温室効果ガス排出量は、令和 2（2020）年度に 877 千 t-CO2 となっており、平成 25（2013）
年度の 1,082 千 t-CO2 から約 19％減少しています。 

・部門別では、主要な温室効果ガスである二酸化炭素の排出量のうち、約８割を産業部門が占め
ています。さらに、産業部門の排出量のうち、約 86％を特定排出事業所が占めています。 

・温室効果ガス排出量の削減に向けて、全体に占める割合の大きい産業部門での対策が求められ、
省エネルギーや再生可能エネルギー技術の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減と産業の
発展の両立を図ることが重要となっています。 

 
         府中町の温室効果ガス排出量の推移       府中町の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

●太陽光発電設備の導入状況 

・住宅土地統計調査によれば、町内の⼾建
住宅の太陽光発電設備の導入状況は、平
成 30（2018）年度に 5.7％であり、増加
傾向にありますが、国（7.0％）や広島県
（8.9％）の導入率を下回っています。 

・FIT 制度による 10kW 未満の太陽光発電
設備の電力買取り価格は下落が続いて
おり、買取り期間の 10 年を満了する設
備も出始めています。こうした状況を踏
まえ、太陽光発電設備の導入促進ととも
に、売電型から⾃家消費型の太陽光発電
設備への転換も必要となっています。 

  

戸建住宅への太陽光発電設備の導入状況 

（住宅土地統計調査結果より作成） 
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●行政活動に伴い発生する二酸化炭素の排出量 

・行政活動に伴い発生する二酸化炭素排出量は、令和 3（2021）年度に 2,195t-CO2 であり、平成
25（2013）年度の 3,349t-CO2 から約 34％減少していますが、電気使用量は 1.2 倍に増加して
います。 

・エネルギー種別では、令和３（2021）年度における二酸化炭素排出量のうち、約 8 割を電気が
占めています。 

・温室効果ガス排出量の削減に向けて、公共部門の率先した実行が求められており、太陽光発電
設備の導入や CO2 排出係数の低い電力調達など、取り組みを更に推進する必要があります。 

 

      行政活動に伴い発生する CO2排出量の推移      エネルギー種別の CO2排出量の内訳 

 

② 自然環境 
 

・町域における⾃然的土地利用の面積は 513ha であり、町域全体の 49％を占めています。 
・このうち、水分峡森林公園の面積は 55.5ha で⾃然的土地利用の 11％を占めています。 
・水分峡森林公園は、⾃然に触れ合える憩いの場として活用されてきましたが、平成 30 年 7 月豪

⾬災害によって大きな被害を受けました。災害復旧工事のため、⻑期に渡り公園利用を停止し
ていましたが、令和 4（2022）年 4 月より公園利用を全面再開しています。 

・平成 30 年 7 月豪⾬災害以降、森林は荒廃し、森林から河川への土砂流出、シカやイノシシなど
の獣害の増加など、様々な影響が顕在化しています。森林経営管理制度及び森林環境譲与税の
活用を踏まえ、これまで以上に適正な森林の管理・整備が必要となっています。 

     水分峡森林公園(H30.7.13 撮影)            林道呉娑々宇線（H30.7.13 撮影） 
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③ 生活環境 
 

・当町では、生活環境に関する大気質、河川水質、騒音、振動、ダイオキシン類の状況について、
継続して調査を行っています。 

・当町を流れる３河川（府中大川、榎川、八幡川）の水質は、八幡川と榎川の pH 値がやや高い以
外は、環境基準を満たしており、概ね良好な水環境を維持しています。 

・大気質調査の結果は、光化学オキシダントを除く全ての項目で環境基準を満たしており、概ね
良好な大気環境を維持しています。 

・⾃動車騒音及び振動調査の結果は、騒音値が夜間の環境基準（65dB 以下）を超過していますが、
要請限度（70dB 以下）は満足しています。 

・鉄道騒音及び振動調査の結果は、環境基準を満足しています。 
 

 

④ 都市環境 
 

・町内の市街地の緑地率は 13.49％に留まっています。また、都市公園の面積は 24.03ha であり、
町⺠一人あたり都市公園面積は 4.54 ㎡となり、「都市公園法に基づく公園及び公園施設の設置
基準を定める条例」第３条に規定する標準値である 5.0 ㎡を下回っている状況です。 

・宮の町３丁目地区周辺は、まとまりのある⼭林の中に多家神社や⻑福寺などの歴史・⽂化資源
や府中公⺠館・歴史⺠俗資料館が立地する歴史・⽂化拠点であり、市街地における歴史風土を
有する貴重な緑地空間となっています。 

・令和 3（2021）年 3 月に「下岡田官衙遺跡（しもおかだかんがいせき）」が国史跡に指定されま
した。下岡田官衙遺跡は、奈良時代（8 世紀中ごろ）に設置された「安芸駅家（あきのうまや）」
の可能性が高い施設で、昭和 30 年代より発掘調査を行い、木簡や土器などが出土しています。 

・当町の市街地の特性上、現状以上の公園・緑地の確保は難しい状況にあります。そのため、河
川空間の有効活用や既存緑地の保全、⺠有地も含めた景観の維持など、総合的に都市環境の質
の向上に努めていく必要があります。 

        榎川沿いの松並木             下岡田官衙遺跡・発掘調査時（S42 撮影） 
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⑤ 資源循環 
 

・町⺠ 1 人 1 日あたりのごみ排出量は、令和元（2019）年度をピークに減少傾向にあり、令和 3
（2021）年度に 799g/人/日となりました。コロナ禍における事業活動の休止やライフスタイル
の変化が著しい時期であるため、今後の動向を注視する必要があります。 

・最終処分量は、平成 30（2018）年度〜令和 2（2020）年度の間、安芸クリーンセンターの飛灰
を埋立て処分していたため大幅に増えていましたが、令和 3（2021）年度より飛灰の資源化を
再開したことにより減少に転じています。 

・リサイクル率は、令和元（2019）年度から急激に上昇し、令和 3（2021）年度に 21.2％となり
ました。平成 30（2018）年度より開始した雑がみの資源化、安芸クリーンセンターでの飛灰の
資源化再開の効果が認められます。 

    ごみ排出量の推移               最終処分量とリサイクル率の推移 

 
⑥ 地域協働 

 

・学習指導要領において「持続可能な社会の創り手」の育成が明記されるなど、社会全体での人
材育成が求められています。当町においては、主に小学生を対象として環境学習講座などを継
続的に行ってきました。 

・当町では、町⺠や事業者、環境活動団体及び町内会などにより、地球温暖化対策への啓発活動、
⾃然環境の保全活動、まちの美化活動など様々な活動が継続的に展開されてきました。 

・しかし、コロナ禍の影響により多くの活動が⾃粛・休止となっています。 

       環境学習講座などの開催数の推移           環境ボランティア参加人数の推移 
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第３節  町民・事業者の環境に対する意識 

計画の改定にあたり、町⺠及び事業者の環境に対する意識や環境配慮行動などの現状を把握す
るため、アンケート調査を実施しました。 

項目 町民 事業者 町内会 小学生 

対象 
町内に居住する 

15 歳以上の男女 
町内の企業・事業所 町内の町内会 町内の小学 4 年生 

期間 令和４（2022）年 8月 5日～8月 26 日 環境学習時 

方法 郵送配布・郵送回収 直接配布・直接回収 

回収数 1,299 票（43.3%） 136 票（39.9%） 61 票（91.0％） 435 票 

 

 

① 環境施策の満足度と重要度 
 

 町⺠アンケート及び事業者アンケートによる、環境施策 18 項目への満足度と重要度について、
集計した結果を次頁に示します。 
 結果の集計にあたっては、下表のとおり、選択肢に点数を付け、回答数と点数から加重平均を
求め、散布図として示しました。 

 満足度の選択肢 重要度の選択肢 

+2 満足 重要 

+1 やや満足 やや重要 

0 わからない 

-1 やや不満足 あまり重要でない 

-2 不満足 重要でない 
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図ア 町民・事業者アンケートによる環境施策への満足度・重要度 
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Ａ分類：重要度高く、満足度が低い

（重点改善領域）

Ｂ分類：重要度、満足度ともに高い

（現状維持領域）

Ｄ分類：重要度、満足度ともに低い

（改善・見直し領域）

Ｃ分類：重要度が低く、満足度が高い

（検討領域）

「分からない」という回答多数

●町民アンケート ▲事業者アンケート
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【町民アンケート】

分類

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

【事業者アンケート】

分類

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

項　　　目 満足度 重要度

地球環境

①　バス利用の便利さ 0.43 1.18

②　身近に取り組める省エネルギーなどの具体的な情報 -0.02 0.78

自然環境
⑤　水分峡など自然と触れ合える場の整備 0.40 1.10

⑥　特定外来生物、有害鳥獣などの対策 -0.23 1.01

③　太陽光発電設備の導入促進に向けた情報 -0.10 0.24

④　緑のカーテンの普及啓発 0.01 0.33

都市環境
⑩　公園などの身近な緑の豊かさ 0.57 1.26

⑪　歴史分野や自然スポットのまちの魅力の情報発信・活用 0.19 0.80

生活環境

⑦　空気のきれいさ 0.60 1.39

⑧　川や水路の水のきれいさ 0.17 1.42

⑨　騒音や振動、悪臭の少なさ 0.41 1.40

資源循環

⑫　ごみの分別や出し方に関する情報 0.94 1.41

⑬　ごみの減量やリサイクルに関する情報 0.46 1.23

⑭　不法投棄対策やアルミ缶など資源物の持ち去り対策 -0.08 1.12

⑱　町内で活動している環境保全活動団体の情報 0.05 0.49

項　　　目 満足度 重要度

地域協働

⑮　町の環境に関する情報の多さ 0.12 0.88

⑯　環境学習機会の多さ 0.17 0.86

⑰　町内で活動している環境保全活動団体の数 0.11 0.44

④　緑のカーテンの普及啓発 0.04 0.34

自然環境
⑤　水分峡など自然と触れ合える場の整備 0.43 0.89

⑥　特定外来生物、有害鳥獣などの対策 -0.15 0.78

地球環境

①　バス利用の便利さ 0.34 0.90

②　身近に取り組める省エネルギーなどの具体的な情報 0.40 0.74

③　太陽光発電設備の導入促進に向けた情報 -0.10 0.35

都市環境
⑩　公園などの身近な緑の豊かさ 0.55 1.17

⑪　歴史分野や自然スポットのまちの魅力の情報発信・活用 0.24 0.75

生活環境

⑦　空気のきれいさ 0.50 1.14

⑧　川や水路の水のきれいさ 0.24 1.24

⑨　騒音や振動、悪臭の少なさ 0.46 1.07

資源循環

⑫　ごみの分別や出し方に関する情報 0.79 1.08

⑬　ごみの減量やリサイクルに関する情報 0.46 0.97

⑭　不法投棄対策やアルミ缶など資源物の持ち去り対策 0.13 0.90

⑱　町内で活動している環境保全活動団体の情報 0.04 0.36

地域協働

⑮　町の環境に関する情報の多さ 0.17 0.72

⑯　環境学習機会の多さ -0.01 0.39

⑰　町内で活動している環境保全活動団体の数 0.05 0.32
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② アンケート結果の総括 

●地球環境 

☑ 地球温暖化に対する町民・事業者の意識は高く（図イ・ウ）、省エネルギー行動は概ね実践され

ている。（図エ・オ） 

☑ 町民の省エネルギー設備・再生可能エネルギー設備の導入状況は、LED 照明、太陽熱温水器・

エコキュート以外の設備は、あまり進んでいない。（図カ） 

☑ 地球温暖化対策に関する情報提供・普及啓発の方法（②③④）について、満足度・重要度とも

に低く、見直しが必要。（図ア） 

 

 図イ 地球温暖化への関心度【町民アンケート】  図ウ 地球温暖化防止への取組状況【事業者アンケート】 

  図エ 省エネルギー行動の実践【町民アンケート】  図オ 省エネルギー行動の実践【事業者アンケート】 
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緑のカーテンや簾の設置

いつも実行している 時々実行している 今後実行したい

54%

34%

29%

31%

16%

29%

30%

15%

13%

16%

19%

24%

0% 25% 50% 75% 100%

クールビス・ウォームビズ

エコドライブ

電気・ガス等の使用量の把握

窓辺に緑のカーテンや簾の設置

いつも実行している 時々実行している 今後実行したい



第２章 環境の現状と課題 

- 21 - 

 

第
１
章 

計
画
の
基
本
的
事
項 

第
２
章 

環
境
の
現
状
と
課
題 

第
３
章 

目
標
像
と
基
本
方
針 

第
４
章 

目
標
像
の
実
現
に
向
け
て 

第
５
章 

計
画
の
推
進 

資
料
編 

参
考
資
料 

図カ 省エネルギー設備・再生可能エネルギー設備の導入状況【町民アンケート】 

 

●自然環境 

☑ 小学生の意見では、「自然に触れ合える手入れされた森」への要望が最も多い。（図キ） 

☑ 特定外来生物、有害鳥獣などの対策（⑥）は、最も満足度が低く、改善が必要。（図ア） 

 

 

●生活環境 

☑ 空気・水のきれいさ、騒音・振動などの少なさ（⑦⑧⑨）は、町民・事業者ともに最も重要度

が高い。（図ア） 

☑ 川や水路の水のきれいさ（⑧）の満足度がやや低い。（図ア） 

☑ 小学生の意見では、「きれいな川」への要望が多い。（図キ） 

 

図キ 府中町にあったらいいなと思うもの【小学生アンケート】 

 

  

74%

50%

13%

7%

2%

1%

6%

2%

1%

3%

0%

1%

12%

32%

12%

26%

16%

22%

0% 25% 50% 75% 100%

LED照明

太陽熱温水器・エコキュート

太陽光パネル

蓄電池

エネファーム

燃料電池自動車

すでに導入済 今後導入予定 導入してみたい

N=1299（全回答を集計）

N=660（戸建て・持ち家の回答を集計)

N=660（戸建て・持ち家の回答を集計）

N=660（戸建て・持ち家の回答を集計）

N=660（戸建て・持ち家の回答を集計）

N=1299（全回答を集計）
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●都市環境 

☑ 公園など身近な緑の豊かさ（⑩）は、満足度・重要度ともに高い。（図ア） 

 
●資源循環 

☑ ごみの分別・減量およびリサイクルに関する情報（⑫⑬）は、満足度・重要度とも非常に高い。 

 （図ア） 

☑ 不法投棄対策やアルミ缶など資源物の持去り対策（⑭）は、満足度が低く、改善が必要。（図ア） 

 

●地域協働 

☑ 環境ボランティア活動に関心があり、時間があれば参加したいという町民が多い。（図ク・ケ）

☑ ＣＳＲ活動の一環として、環境保全活動に取り組む事業者が前回調査（31％）よりも増加し

ている。（図コ） 

☑ 町の環境や環境ボランティア活動に関する情報（⑮⑯⑰⑱）について、満足度・重要度ともに

低く、見直しが必要。（図ア） 

図ク 環境ボランティアへの関心度【町民アンケート】 図ケ 環境ボランティアへの参加【町民アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図コ 環境保全活動の実施状況【事業者アンケート】   
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第４節  前期計画の取り組みと課題 
 

① 低炭素型のまちづくりの推進 

【現 状】 

●国際社会は、平成 27（2015）年に地球温暖化対策の新たな枠組みとしてパリ協定に合意し、世
界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする
こととしました。 

●国においては、令和２（2020）年に「2050 年カーボンニュートラル」の実現を目指すことを宣
言し、その中期目標として、2030 年度の温室効果ガス排出量 46％削減（2013 年度比）を目指
すこと、さらに 50％削減の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。 

●当町の温室効果ガスの排出量は、令和 2（2020）年度に 877 千 t-CO2 となっており、基準年度
である平成 25（2013）年度の 1,082 千 t-CO2 から約 19％減少しています。 

●部門別では、令和２（2020）年における二酸化炭素排出量のうち約 8 割を産業部門が占めてい
ます。 

●当町の⼾建住宅の太陽光発電設備の導入状況は、平成 30（2018）年度に 5.7％であり、増加傾
向にはありますが、国（7.0％）や広島県（8.9％）の平均値を下回っています。 

【課 題】 

●温室効果ガス排出量の削減に向けて、全体に占める割合の大きい産業部門でのサプライチェー
ン全体での対策が求められ、省エネルギーや再生可能エネルギー技術の導入を促進し、温室効
果ガス排出量の削減と産業の発展の両立を図ることが重要となっています。 

●町⺠・事業者アンケートの結果では、地球温暖化に対する町⺠・事業者の意識は高いものの、
地球温暖化対策に関する情報提供・普及啓発について評価が低く、その手法について見直しが
必要となっています。 

●公共施設の太陽光発電設備の導入について国の方針では、新築する公共建築物については最大
限設置し、既存の建築物および土地についても設置可能性の検討を行い性質上適さない場合を
除き、最大限設置する方針としています。当町においても国の方針に準じ、公共施設の太陽光
発電設備などの導入を進めていく必要があります。 

●⺠間住宅への太陽光発電設備の導入促進にあたっては、FIT 制度による 10kW 未満の太陽光発
電設備の電力買取り価格の下落が続いており、また、買取り期間の 10 年を満了する設備も出始
めています。こうした状況を踏まえ、売電型から⾃家消費型の太陽光発電設備への転換が必要
となっています。 

【目標指標の進捗状況】 

指標項目 基準値 目標値 最新値 評価 

府中町から発生する 

温室効果ガス排出の削減率 

－ 

【平成 25 年度】 
▲11％ 

【令和 7 年度】 
▲19％ 

【令和 2 年度】 ◎ 

※「目標に対して順調に進んでいる」◎ 「目標に対して少し遅れている」△ 「目標に対して大幅に遅れている」× 

※上表の数値は、前期計画策定以降に公表値などが修正されたため、再度試算した結果を掲載しています。 

※基準値は、前期計画策定時は平成 24（2012）年度の実績値としていましたが、改定計画では国の目標指標など 

 に合わせ、平成 25（2013）年度の実績値を基準値として評価しています。 
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【各施策の取り組み状況】 

取り組み 

テーマ１ 
温室効果ガスの削減 

説 明 

 地域毎の特徴を捉え、町民・事業者・行政それぞれが温室効果ガスを”減らす”取り組みを主体

的に進めていきます。また、各取り組みの相乗効果により、温室効果ガスの削減効果を総合的に高

めます。 

府中町の 

取り組み 

●つばきバスの現在地情報をインターネットで提供するなど、つばきバスの利用促進に取り組みま

す。 

●省エネや補助金制度に対する情報発信、環境学習講座や環境イベントの実施により、町民などに

対する地球温暖化対策の意識向上を図り、その活動の支援に取り組みます。 

●「第３次府中町地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」に基づき、温室効果ガスの発生抑制に

率先して取り組みます。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼広報ふちゅうで紹介されるエコチャレンジの実践や

環境学習講座への参加など、日々の生活でできる省

エネ活動の習得を心がけます。 

▼環境家計簿やエネルギー管理システムの活用、エネ

ルギー効率の高い家電への更新、建物の省エネ改

修、公共交通機関の積極的な利用といった環境負荷

の少ない生活への改善や実践に心がけます。 

◆ノーマイカーデーによる公共交通機関の利用促進

など、従業員の環境意識の向上に努めます。 

◆低燃費車の導入、ESCO 事業などによる施設や設備

の省エネ化、地域生産品の積極的な取り扱いな

ど、環境負荷の低減にもつながる事業体制の構築

を検討します。 

 

取り組み 

状  況 

●つばきバスの利用促進のため、平成 28（2016）年度よりバスの現在地情報をインターネットで閲

覧できるサービス（Busit）を開始しました。また、令和 3（2021）年度には利用者ニーズに基づ

き、ルート・ダイヤの見直し試験運行を行いました。 

●小学生を対象とした環境学習講座・体験学習ツアー、エコクッキング、エコドライブ講習などの

イベントを開催し、地球温暖化対策への意識啓発を図りました。また、定期的に広報ふちゅうで

エコチャレンジを紹介し、省エネ・省資源行動に関する情報発信を行いました。 

●小・中学校のエアコンの導入にあわせ、省電力化のためデマンド監視制御装置を設置しました。 

 その他の公共施設においては、設備更新にあたり、事後保全的に省エネ設備（LED 照明など）へ

の更新を継続的に行いました。 

取り組み 

成  果 

●つばきバスの利用者数は、コロナ禍による行動制限の影響を受け、平成 30（2018）年度より大幅

に減少しています。前期計画期間の最大値は、平成 29（2017）年度の 190,293 人であり、目標値

を若干下回りました。 

▼町民アンケート結果では、約 90％の方が「地球温暖化に関心がある」と回答されています。 

◆事業者アンケート結果では、約 60％の事業者が「地球温暖化防止の取り組みを実践している」と

回答されています。 

●行政活動に伴い発生する二酸化炭素の排出量は、令和 3（2021）年度に 2,195t-CO2と目標を達成

することができました。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 評価 

つばきバスの年間利用者数 
187,298 人 

【平成 26 年度】 
191,000 人 以上 
【令和 2 年度】 

190,293 人 
【平成 29 年度】 △ 

エコドライブ講習の受講者数 
0 人/年 

【平成 27 年度】 
100 人/年 以上 
【令和 2 年度】 

41 人/年 
【平成 29 年度】 × 

行政活動に伴い発生する 

二酸化炭素の排出量 
3,349 t-CO2 

【平成 25 年度】 
2,880 t-CO2 

【令和 2 年度】 
2,195 t-CO2 

【令和 3 年度】 ◎ 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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取り組み 

テーマ２ 
再生可能エネルギーの利活用 

説 明 
 環境負荷の少ない太陽光発電などの再生可能エネルギーの利活用を推進するとともに、町内で

創ったエネルギーを溜めて、賢く使う、エネルギーの地産地消に取り組みます。 

府中町の 

取り組み 

●再生可能エネルギーに関する環境学習や補助制度などの情報発信に取り組みます。 

●町内で創られたエネルギーの地産地消の推進に取り組みます。 

●新設または改修を行う公共施設への太陽光発電設備の導入に取り組みます。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼環境学習講座や民間企業による展示会などを活用

し、家庭における再生可能エネルギーの利活用方

法や環境への影響などについて意識を高めます。 

▼家庭用太陽光発電設備や家庭用蓄電設備などの導

入により、エネルギーの自給を心がけます。 

◆工場や事業所で使用する電力として、再生可能エ

ネルギーを候補の一つとして検討します。 

◆建物の壁面や屋根を活用した太陽光発電設備の導

入や屋根貸しなど、環境負荷の低減にもつながる

事業活動を検討します。 

 

取り組み 

状  況 

●小学生を対象に体験学習ツアーとして、エネルギア総合研究所に社会見学に行き、新エネルギー

の学習、太陽光発電・風力発電システムの見学を行いました。 

●民間住宅の太陽光発電設備などの導入支援制度の創設に向け、検討を開始しました。 

●北交流センターに太陽光発電システム（10kW）、ふれあい福祉センターに太陽光発電システム

（10kW）と蓄電システム（15kWh）を導入しました。 

 その他の公共施設については、太陽光発電設備の導入に至っていませんが、施設の新築時には設

備の基礎および配管ルートを確保しています。 

取り組み 

成  果 

▼住宅・土地統計調査結果では、戸建住宅の太陽光発電設備の導入率は、平成 30（2018）年度に

5.7％であり、目標を達成することができました。また、町民アンケート結果では、太陽光発電

設備を導入予定または導入してみたいと回答した人（戸建て・持ち家）の割合は 12％でした。 

◆事業者アンケート結果では、再生可能エネルギー設備を既に導入済みの事業者（建物自己所有）

の割合は 17％であり、導入予定または導入してみたいと回答した事業者の割合は 28％でした。 

●公共施設への太陽光発電設備の導入実績は、令和 3（2021）年度までに 4施設（累計）であり、

目標を達成することができました。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 評価 

町内の家庭用太陽光発電設備 

の導入割合 
3.0 ％ 

【平成 25 年度】 
5.0 ％ 以上 
【令和 2 年度】 

5.7 ％ 
【平成 30 年度】 ◎ 

事業所における再生可能 

エネルギー設備の導入割合 
14.7 ％ 

【平成 26 年度】 
18.0 ％ 以上 
【令和 2 年度】 

16.9 ％ 
【令和 4 年度】 △ 

太陽光発電設備を導入している

公共施設数 
2 施設 

【平成 26 年度】 
4 施設 以上 
【令和 2 年度】 

4 施設 

【令和 3年度】 
◎ 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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取り組み 

テーマ３ 
吸収源対策の推進 

説 明 

 当町の北東部側約半分を占める森林は、二酸化炭素を吸収し固定する「貯蔵庫」としての役割を

有しています。二酸化炭素吸収量を維持するため、既存の森林の適正な管理を行います。また、住

宅や工場などが密集する市街地については、緑地の適正な配置や管理により、緑を増やすことで、

二酸化炭素の吸収源対策に取り組みます。 

府中町の 

取り組み 

●緑に関する知識を深めるためのイベントの検討や街路樹の設置など、緑化推進に取り組みます。 

●二酸化炭素の吸収効果を維持するため、町内の森林間伐に取り組みます。 

●大規模施設、工場、屋上、壁面といった様々な緑化に対する助成制度の検討や緑化に関する情報

発信など、市街地内の民間宅地における緑化推進に取り組みます。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼生垣づくり、花壇づくり、グリーンカーテンの設

置など、家庭でできる緑化の実践を心がけます。 

▼町内で実施されている花壇整備活動や植樹活動な

どのボランティアに参加し、地域の緑化推進を心

がけます。 

◆工場や建物周辺の花壇整備、屋上や壁面の緑化な

ど、事業所の緑化に努めます。 

◆町内で実施されている花壇整備活動や植樹活動な

どのボランティアへの参加や、周辺地域における

緑化活動の実施など、地域の緑化推進に努めま

す。 

 

取り組み 

状  況 

●「緑の仲間フェスタ」や「緑のカーテンコンテスト」を実施し、花の苗やゴーヤの種を配布しま

した。 

●公共施設の緑化は、公園の植樹、新設道路への街路樹の整備、既存樹木の剪定を行いました。 

●平成 30（2018）年度～令和 2（2020）年度の期間は、平成 30 年 7月豪雨災害からの復旧工事を

優先的に行ったため、間伐・植樹などの森林整備を行うことができませんでしたが、その期間以

外は森林整備を進めました。 

取り組み 

成  果 

●市街地における緑地率は、令和 3（2021）年度に 13.49％であり、目標未達成となりました。 

●森林の間伐面積は、令和 3（2021）年度までに 19.2ha（累計）実施し、目標を達成することがで

きました。 

●緑のカーテンコンテストへの応募数は、年間 20 件程度であり、その数も減少傾向にあります。 

▼町民アンケート結果では、「夏は窓辺に緑のカーテンや簾を設置する」と回答した人の割合は

47％でした。 

◆事業者アンケート結果では、「緑のカーテンや簾などを利用し、夏場の室温上昇を抑制している」

と回答した事業者の割合は 46％でした。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 評価 

市街地内における緑地率 
13.43 ％ 

【平成 27 年度】 
13.52 ％以上 
【令和 2 年度】 

13.49 ％ 
【令和 3 年度】 △ 

森林の間伐面積 
6.2 ha 

【平成 26 年度】 
18.2 ha 以上 
【令和 2 年度】 

19.2 ha 
【令和 3 年度】 ◎ 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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② 自然と共生する快適環境の推進 

【現 状】 

●水分峡森林公園は、⾃然に触れ合える憩いの場として活用されてきましたが、平成 30 年 7 月豪
⾬災害によって大きな被害を受けました。災害復旧工事のため、⻑期に渡り公園利用を停止し
ていましたが、令和 4（2022）年 4 月より公園利用を全面再開しています。 

●平成 30 年 7 月豪⾬災害以降、森林は荒廃し、森林から河川への土砂流出、シカやイノシシなど
の獣害の増加など、様々な影響が顕在化しています。 

●平成 31（2019）4 月より「森林経営管理制度」がスタートし、手入れの行き届いていない森林
について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林
業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理することができるように
なりました。 

●当町では、生活環境に関する大気質、河川水質、騒音・振動、ダイオキシン類の状況について、
継続して調査を行っており、その結果によると概ね良好な生活環境を維持しています。 

●当町の市街地の緑地率は 13.49％に留まっています。また、都市公園の面積は 24.03ha であり、
町⺠一人あたり都市公園面積は 4.54 ㎡であり、標準値の 5.0 ㎡を下回っています。 

●新たに令和 3（2021）年に「下岡田官衙遺跡」が国史跡に指定されました。 

【課 題】 

●コロナ禍でのライフスタイルの変化と近年のキャンプブームも相まって、水分峡森林公園では、
公園利用再開以降、大変な賑わいを見せています。一方で、施設の老朽化、平成 30 年 7 月豪⾬
災害の傷痕、利用者ニーズの変化を踏まえた再整備の検討が必要になっています。 

●森林経営管理制度および森林環境譲与税の活用を踏まえ、私有人工林を含めて、これまで以上
に森林の適正管理・整備が必要となっています。 

●近年、丘陵地の住宅団地を中心にシカやイノシシなどが住宅街に出没し、庭や畑を荒らすとい
う獣害が頻発しており、その対策方法について検討・改善が必要となっています。 

●空気・水のきれいさ、騒音・振動・悪臭の少なさといった生活環境は、町⺠・事業者にとって最
も関心が高いものであり、今後も現在の良好な生活環境を維持していく必要があります。 

●当町の市街地の特性上、現状以上の公園・緑地の確保は難しい状況にあるため、河川空間の有
効活用や既存緑地の保全、⺠有地も含めた景観の維持など、総合的に都市環境の質の向上に努
めていく必要があります。 

●榎川沿いの松並木は、松枯れが多くその保全方法について検討が必要となっています。 
●下岡田官衙遺跡は、新たなまちの歴史⽂化財産として、適正に保存する必要があります。 

【目標指標の進捗状況】 

指標項目 基準値 目標値 最新値 評価 

町民の「市街地の緑が豊かで、 

自然が保全されている」 

に関しての評価 

38.2 ％ 
【平成 27 年度】 

50.0 ％以上 
【令和 7 年度】 

68.6 ％ 
【令和 4 年度】 ◎ 

※「目標に対して順調に進んでいる」◎ 「目標に対して少し遅れている」△ 「目標に対して大幅に遅れている」× 
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【各施策の取り組み状況】 

取り組み 

テーマ１ 
自然環境の保全 

説 明 緑や生きものを保全し、自然とのふれあいを身近に感じられる場の維持や創出に取り組みます。 

府中町の 

取り組み 

●まちの自然環境保全に向けて、環境学習講座の実施、町内の環境活動団体への支援、活動内容の

紹介、活動参加者の募集などに取り組みます。 

●町内の自然環境の保全などに役立てるため、町内の植物の生育状況や生きものの生息状況の把握

と情報発信に取り組みます。 

●外来種の防除対策などの情報発信に取り組みます。 

●自然共生地域・保全山林地域では、原則標高概ね 150ｍを超える範囲の開発を禁止し、北東部帯

の山並みを維持します。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼水分峡などの自然と触れ合える場所の利用や環境

学習講座への参加などを通じて、自然が日々の生

活にもたらす役割や日々の生活が自然に及ぼす影

響について理解を深めます。 

▼緑地や水辺などの環境活動に参加し、まちの豊か

な自然環境の保全を心がけます。 

◆事業活動が自然に及ぼす影響について知識を高

め、自然に配慮した事業活動に努めます。 

◆緑地や水辺などの環境活動に参加し、まちの豊か

な自然環境の保全に努めます。 

 

取り組み 

状  況 

●小学生を対象に水分峡森林公園で水生生物の観察会（水辺教室）を行いました。 

 また、森林保全活動団体への支援を行うとともに、活動状況をＨＰや広報に掲載しました。 

●「府中町生きもの探しガイド」を作成し、町内小学校に配布するとともに、広報やホームページ

にも掲載しました。 

●ヒアリやアルゼンチンアリなどの特定外来生物の情報があれば、情報発信を行うとともに、その

都度対応しました。 

●自然共生地域・保全山林地域では、平成 30 年 7 月豪雨災害により大きな被害を受けたため、復

旧工事や治山・砂防工事を行いました。 

取り組み 

成  果 

●水分峡森林公園が平成 30（2018）年度～令和 3（2021）年度に災害復旧工事を行っていたため、

公園の来園者数は大幅に減少しました。前期計画期間の最大値は、平成 29（2017）年度の 156,499

人であり、目標未達成となりました。 

●町 HP での「府中町生きものマップ」の閲覧数は、令和 3（2021）年度に 250 件であり、目標を達

成することができました。 

▼町民アンケート結果では、水分峡など水や緑、自然と触れ合える場の整備について「満足」と回

答した人の割合は 55％でした。 

◆事業者アンケート結果では、水分峡など水や緑、自然と触れ合える場の整備について「満足」と

回答した事業者の割合は 51％でした。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 評価 

緑地や水辺の保全に向けた 

環境活動数 
84 回/年 

【平成 26 年度】 
100 回/年 以上 
【令和 2 年度】 

185 回/年 
【令和 3 年度】 ◎ 

Web サイト「府中町生きものマッ

プ」の閲覧数 
0 件/年 

【平成 26 年度】 
100 件/年 以上 
【令和 2 年度】 

250 件/年 
【令和 3 年度】 ◎ 

水分峡森林公園及び揚倉山健康

運動公園の来園者数 
151,800 人 

【平成 26 年度】 
206,300 人 以上 
【令和 2 年度】 

156,499 人 
【平成 29 年度】 × 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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取り組み 

テーマ２ 
生活環境の保全 

説 明 誰もが快適に暮らせる環境を維持し、住み心地の良いまちづくりの創出に取り組みます。 

府中町の 

取り組み 

●まちの生活環境の保全に向け、環境学習講座の実施に取り組みます。 

●大気質・騒音・振動などの影響を継続的に把握し、快適な生活環境の維持に取り組みます。 

●健康で快適な生活環境の向上や河川水質の改善に向け、市街地全域における公共下水道（汚水）

の整備に取り組みます。 

●粉じん・騒音・振動・悪臭などの公害苦情に対する、迅速な対応とその解決に取り組みます。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼環境学習講座への参加などを通じ、日々の生活が

自然に及ぼす影響について理解を深めます。 

▼生活騒音やごみから発生する悪臭などの影響を最

小限にとどめるよう心がけます。 

▼浄化槽の適正管理や廃油の適正処理などの水質汚

濁防止を心がけます。 

◆環境学習講座への参加などを通じ、事業活動が

人々の生活に及ぼす影響について理解し、影響の

低減に努めます。 

◆事業活動に伴う、粉じん・騒音・振動・悪臭など

の影響を最小限にとどめるよう努めます。 

◆事業排水の適正処理や処理施設の適正な管理など

水質汚濁防止に努めます。 

 

取り組み 

状  況 

●小学生を対象に「川の役割や下水道」「ごみ」などテーマに環境学習講座を実施しました。 

 また、事業者・町民と協働して「空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン」「クリーン太田川」を開

催しました。 

●大気質・騒音・振動などについて継続的に調査を行いました。 

●公共下水道の整備（供用開始面積 31.52ha）を行いました。 

●町民から寄せられた生活環境の苦情に対し、その解決に向けて対応しました。 

取り組み 

成  果 

●大気質・騒音・振動などの調査の結果、生活環境が悪化している項目は確認されませんでした。 

●公共下水道人口普及率は、令和 3（2021）年度までに 98.7％であり、目標を達成することができ

ました。 

▼町民アンケート結果では、生活環境の満足度について、「空気のきれいさ」64％、「川や水路のき

れいさ」51％、「自宅周辺の騒音・振動・悪臭の少なさ」64％でした。 

◆事業者アンケート結果では、生活環境の満足度について、「空気のきれいさ」55％、「川や水路の

きれいさ」50％、「事業所周辺の騒音・振動・悪臭の少なさ」62％でした。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 
達成 

評価 

人の健康を保護し生活環境を 

保全する上で、維持することが 

望ましい基準の達成率 

88.0 ％ 
【平成 26 年度】 

達成率の 

向上を図る 
88.0 ％ 

【令和 3 年度】 △ 

公共下水道人口普及率 
89.4 ％ 

【平成 26 年度】 
94.0 ％以上 
【令和 2 年度】 

98.7 ％ 
【令和 3 年度】 ◎ 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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取り組み 

テーマ３ 
快適な都市環境の創造 

説 明 
良好な都市景観の保全や清潔なまちづくりの形成に取り組みます。また、古くから残るまちの風景

や文化を学び保全することで、魅力あふれるまちづくりに取り組みます。 

取り組み 

方 針 

●優れた歴史風土を有する歴史文化資源である出張城跡や多家神社などに代表されるまちの歴史

文化拠点周辺の緑地空間の保全・形成に取り組みます。また、これら歴史文化拠点につながり、

重要な景観軸となる榎川沿いの松並木などを保全し、まちを代表する歴史文化景観の形成に取り

組みます。 

●まちの歴史文化や自然スポットの情報を掲載したパンフレット、町内散策マップ、町外からの来

訪者を対象としたレンタサイクルサービスなど、まちの魅力の浸透・発信に取り組みます。 

●大規模な道路・公園・公共建築物の整備にあたっては、地域景観のシンボルとなるようなより良

い景観形成に努めます。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼まちの歴史文化、自然スポットなどを紹介するガ

イドブックや府中町歴史民俗資料館を活用し、ま

ちの魅力ある風土を再認識し、まちの歴史や自然

に関して理解を深めます。 

▼町内の公園・河川・歩道などで実施されているボ

ランティア活動への参加などを通じて、生活マナ

ーやモラルを再認識し、清潔なまちづくりを心が

けます。 

◆建物の新築・改築にあたっては、色彩や形状な

ど、街並みと調和するデザインを採用することに

努めます。 

◆町内の公園・河川・歩道などで実施されているボ

ランティア活動への参加や周辺地域の清掃活動を

実践し、清潔なまちづくりを心がけます。 

 

取り組み 

の状況 

●榎川沿いの松並木の維持管理を定期的に行いました。 

●事業者・町民と協働して「空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン」や「クリーン太田川」を開催し、

まちの美化に取り組みました。 

●府中町環境マップ・水分峡森林公園散策マップを作成しました。 

●平成 28（2016）年度よりレンタサイクル事業を開始しました。また、令和 3（2021）年度からは

広島市のレンタサイクル事業と連携を図ることにより、より利便性の高いサービスへと事業展開

しました。 

●令和 4（2022）年 4月に府中公民館・歴史民俗資料館の複合施設がオープンしました。 

●民間建物については、広島県の「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例」に基づき、審

査・指導を行いました。 

●令和 2（2020）年度に下岡田官衙遺跡が国史跡に指定されました。 

取り組み 

の成果 

●まちの美化に係るボランティアの参加人数は、コロナ禍でイベント自体が開催できず大幅に減少

しました。前期計画期間の最大値は、令和元（2019）年の 10,677 人であり、目標値を達成する

ことはできませんでした。 

▼町民アンケート結果では、公園などの身近な緑の豊かさについて「満足」と回答した人の割合は

69％でした。 

◆事業者アンケート結果では、公園などの身近な緑の豊かさについて「満足」と回答した事業者の

割合は 65％でした。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 
達成 

評価 

まちの美化に係わる 

ボランティアの参加者数 
9,465 人/年 

【平成 26 年度】 
15,000 人/年以上 
【令和 2 年度】 

10,677 人/年 
【令和元年度】 × 

府中町歴史民俗資料館の 

来館者数 
7,865 人/年 

【平成 26 年度】 
10,000 人/年以上 
【令和 2 年度】 

7,407 人/年 
【平成 28 年度】 × 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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③ 資源循環による環境負荷の低減 

【現 状】 

●町⺠ 1 人 1 日あたりのごみ排出量は、令和 3（2021）年度に 799g/人/日であり、基準値から
0.2％増加しています。内訳を見ると、家庭系ごみは減少しているものの、事業系ごみが増加し
ています。 

●リサイクル率は、令和 3（2021）年度に 21.2％となり、令和 7（2025）年度の目標値を前倒し
て達成しています。リサイクル率の上昇は、雑がみの資源化や安芸クリーンセンターでの飛灰
の資源化などの効果と考えられます。 

●海洋プラスチックごみ問題などを契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する
ため、「プラスチックに係る資源循環の促進などに関する法律」が施行されました。広島県で
は、令和 32（2050）年までに新たに瀬⼾内海に流出するプラスチックごみの量をゼロとする
目標に掲げており、中期目標として、令和 12（2030）年までに主要３品目（ペットボトル、
プラスチックボトル、食品包装レジ袋）について、重点的な使用量削減対策などの仕組みを構
築することとしています。 

●最終処分量は、安芸クリーンセンターの飛灰が埋立処分されていた期間は大幅に増加していま
したが、令和 3（2021）年度より飛灰を資源化したことにより減少に転じ、令和 3（2021）年
度に 855t/年となり、令和 7（2025）年度の目標値を前倒して達成しています。 

【課 題】 

●家庭系ごみは、全体に減少しているものの、大型ごみの排出量が増えていることから、大型ご
みの排出削減の取り組み強化が必要です。 

●事業系ごみは、基準年度を上回る状況が続いており、排出削減の取り組み強化が必要です。 
●プラスチック類の分別・資源化に向けた具体的な取り組みについて検討する必要があります。

プラスチック類の資源回収方法の１つとして、店頭資源回収の普及を事業者と連携して進めて
いく必要があります。 

●町内で発生し続けている不法投棄や資源物持ち去りなどの行為に対しては、監視カメラの設置
などにより監視体制を強化し、地域や警察などと連携して厳格に対応する必要があります。 

【目標指標の進捗状況】 

指標項目 基準値 目標値 最新値 
達成 

評価 

町民1人 1日あたりのごみ排出量 
797 g/人/日 

【平成 25 年度】 
717 g/人/日 
【令和 7 年度】 

799 g/人/日 
【令和 3 年度】 × 

府中町全体のリサイクル率 
11.8 ％ 

【平成 25 年度】 
19.0 ％ 以上 
【令和 7 年度】 

21.2 ％ 
【令和 3 年度】 ◎ 

府中町全体の最終処分量 
935 t/年 

【平成 25 年度】 
888 t/年 

【令和 7 年度】 
855 t/年 

【令和 3 年度】 ◎ 

※「目標に対して順調に進んでいる」◎ 「目標に対して少し遅れている」△ 「目標に対して大幅に遅れている」× 
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【各施策の取り組み状況】 

取り組み 

テーマ１ 
ごみの排出抑制の推進 

説 明 

 家庭や事業所から発生または排出されるごみの量を可能な限り少なくするため、ごみを減らした

生活スタイルや事業スタイルへの転換を進めます。特に、事業系ごみは、今後も排出量が大幅に増

加することが予測されることから、廃棄物処理責任を明確にし、分別の意識を高めることでごみの

排出抑制を推進します。 

府中町の 

取り組み 

●ごみの減量化やリサイクルに向けた手引書の拡充や作成、町民や事業者に対し普及しやすい情報

発信方法の検討など、ごみ減量化やリサイクルの推進に向けたわかりやすい情報発信に取り組み

ます。 

●多量排出事業者などを対象とした減量計画書作成の義務化、ごみの展開検査、ごみ処理手数料の

適正化の検討など、事業活動に伴って発生するごみの減量化などに取り組みます。 

●ごみの減量化やリサイクルに対し優れた取り組みを行っている町民団体や事業者に対し、表彰制

度を検討し、ごみ減量化やリサイクルの推進に取り組みます。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼府中町が発行している家庭ごみ分別ガイドブッ

ク、広報ふちゅう、府中町ホームページなどから

ごみの減量化やリサイクルに関する情報の取得と

その習得を心がけます。 

▼詰め替え製品やマイバッグの利用、生ごみの水切

りなど家庭系ごみの減量を心がけます。 

◆府中町が発行する事業系ごみの減量化やリサイク

ルに向けた手引書の活用、減量計画書の作成な

ど、事業活動に伴い発生するごみの適正分別や資

源化に努めます。 

◆環境に優しくリサイクルしやすい製品の製造など

を推進し、ごみの減量化やリサイクルにつながる

製品の提供に努めます。 

 

取り組み 

状  況 

●広報紙、ホームページなどで、使い捨て製品の使用抑制、詰替製品の利用、生ごみの水切り方法

の紹介、使い切り・食べきりを呼びかけました。 

●「事業系ごみ減量・リサイクルハンドブック」を作成し、事業者にごみ減量化や過剰包装の自粛

を呼びかけました。 

●平成 30（2018）年度から｢家庭ごみの正しい出し方｣を多色刷りにし、掲載内容を拡充しました。 

●平成 29（2017）年 12 月に「ごみ分別アプリ」を導入し、令和 3（2021）年 11 月からは「ふちゅ

うポータル」の中で運用しています。 

取り組み 

成  果 

●１人１日あたりの家庭系ごみの排出量は、令和 3（2021）年度に 458g/人/日であり、目標を達成

することができました。 

●事業系ごみの排出量は、令和 3（2021）年度に 4,188t/年であり、目標を達成することができま

せんでした。 

▼町民アンケート結果では、家庭ごみの分別や出し方に関する情報について「満足」と回答した人

の割合は 79％であり、全項目の中で最も高い評価を得ています。 

◆事業者アンケート結果では、事業ごみの分別や出し方に関する情報について「満足」と回答した

事業者の割合は 67％であり、全項目の中で最も高い評価を得ています。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 
達成 

評価 

1 人 1日あたりの 

家庭系ごみの排出量 
512 g/人/日 

【平成 25 年度】 
468 g/人/日 以下 

【令和 2 年度】 
458 g/人/日 
【令和 3 年度】 ◎ 

事業系ごみ排出量 
3,986 t/年 

【平成 25 年度】 
3,975 t/年 以下 
【令和 2 年度】 

4,188 t/年 
【令和 3 年度】 × 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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取り組み 

テーマ 2 
ごみの資源化の推進 

説 明 

 生活スタイルの多様化に対応し、新たな分別品目の拡充や店頭回収の推進などにより、誰もが取

り組みやすい資源化の仕組みづくりを進めます。また、事業系ごみについては有価物の分別排出を

徹底するため、資源化の実施事例などの情報発信を行うとともに、中小規模の事業所においても資

源化に取り組みやすい仕組みづくりに取り組みます。 

府中町の 

取り組み 

●ごみの減量化やリサイクルに向けた手引書の拡充や作成、町民や事業者に対し普及しやすい情報

発信方法の検討など、ごみ減量化やリサイクルの推進に向けたわかりやすい情報発信に取り組み

ます。（再掲） 

●行政回収している資源物への雑がみの追加、“プラスチック類”“紙おむつ”“生ごみ”などの新

たな資源回収品目の検討、有価物を持ち込める資源回収拠点の整備検討など、資源化の推進に取

り組みます。 

●ごみの減量化やリサイクルに対し優れた取り組みを行っている町民団体や事業者に対し、表彰制

度を検討し、ごみ減量化やリサイクルの推進に取り組みます。（再掲） 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼行政、企業、環境団体などが開催する、環境学習

講座や環境フォーラム（討論会）、リユース工作イ

ベントなどに参加し、ごみの再資源化への意識を

深めます。 

▼府中町ホームページなどを参考に、町内における

資源回収拠点※ 設置店舗を把握し、ペットボトル

や牛乳パックなどの資源化を心がけます。 

▼まちが定める分別収集に則ったごみの適正分別に

努めます。 

◆資源回収拠点の整備や資源回収品目の拡充など資

源化の推進に努めます。 

◆府中町が発行する事業系ごみの減量化やリサイク

ルに向けた手引書の活用、減量計画書の作成な

ど、事業活動に伴い発生するごみの適正分別や資

源化に努めます。（再掲） 

◆環境に優しくリサイクルしやすい製品の製造など

を推進し、ごみの減量化やリサイクルにつながる

製品の提供に努めます。（再掲） 

 

取り組み 

状  況 

●ホームページで資源回収拠点の情報を紹介し、町民の資源回収を促しました。 

●平成 30（2018）年 4月から雑がみ収集（週１回）を開始しました。 

●プラスチック類・紙おむつ・生ごみの資源化について検討を行いました。 

●出前講座やイベントで３Ｒを呼びかけました。また、広報紙、｢家庭ごみの正しい出し方｣ など

で、雑がみの資源化を呼びかけました。 

●町内会の協力により、平成 29（2017）年度から集団回収の品目及び回収量の把握を開始しまし

た。 

取り組み 

成  果 

●紙類の資源回収量は、令和 3（2021）年度に 1,103ｔ/年であり、目標大きく上回り達成すること

ができました。 

●プラスチック類の資源化は、安芸クリーンセンターの焼却熱量に影響するため、現時点では町単

独では実施できないと判断しました。 

●紙おむつ・生ごみの資源化については、県内に資源化施設がなく、処理費用が高額となることか

ら、現時点では実施できないと判断しました。 

▼町民アンケート結果では、家庭ごみの減量やリサイクルに関する情報について「満足」と回答し

た人の割合は 57％でした。 

◆事業者アンケート結果では、事業ごみの分別や出し方に関する情報について「満足」と回答した

事業者の割合は 52％でした。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 
達成 

評価 

紙類の資源回収量 
325 t/年 

【平成 25 年度】 
863 t/年 

【令和 2 年度】 
1,103 t/年 

【令和 3 年度】 ◎ 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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取り組み 

テーマ 3 
ごみの適正な処理・処分の推進 

説 明 

 環境保全に配慮した適正な処理体系を確立し、不法投棄の削減などに取り組みます。 

 また、広域処理を行っている普通ごみ処理や委託処理を行っている最終処分については、安芸地

区衛生施設管理組合の構成自治体と連携し、新たな普通ごみ処理施設や最終処分場の整備について

協議していきます。 

 なお、大型ごみなどの分解場がある府中町環境センターは老朽化が進行しているため、都市化の

進行や主要道路の拡充などの状況を踏まえ、今後の立地も考慮した整備体制について計画していき

ます。 

府中町の 

取り組み 

●ごみの減量化やリサイクルに向けた手引書の拡充や作成、町民や事業者に対し普及しやすい情報

発信方法の検討など、ごみ減量化やリサイクルの推進に向けたわかりやすい情報発信に取り組み

ます。（再掲） 

●町内会などと連携し、不法投棄や有価物の持ち去りに対する監視や情報連絡体制の強化に取り組

みます。 

●合理的かつ効果的な収集運搬体制、新たな中間処理施設や最終処分場の整備の検討など、町内か

ら発生するごみの適正処理・処分に向けて取り組みます。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼府中町が発行している家庭ごみ分別ガイドブッ

ク、広報ふちゅう、府中町ホームページなどから

ごみの減量化やリサイクルに関する情報の取得と

その習得を心がけます。（再掲） 

▼不法投棄や有価物の持ち去りを発見した場合は警

察に通報します。 

◆府中町が発行する事業系ごみの減量化やリサイク

ルに向けた手引書の活用、減量計画書の作成な

ど、事業活動に伴い発生するごみの適正分別や資

源化に努めます。（再掲） 

◆管理地を清潔に保ち不法投棄されにくい環境の維

持に努め、不法投棄や有価物の持ち去りを発見し

た場合は警察に通報します。 

 

取り組み 

状  況 

●深夜・早朝の不法投棄防止巡回パトロールを実施しました。また、広報紙やごみステーション掲

示看板などで不法投棄防止や即時通報を呼びかけました。 

●平成 30（2018）年 8月から高齢者など生活環境支援事業による大型ごみの戸別収集（有料）を開

始しました。 

●令和 5（2023）年度より、高齢者など世帯に対する大型ごみ以外の戸別収集を開始します。 

●安芸クリーンセンターは、平成 27～29 年度の基幹的設備改良工事により、15 年程度の延命化が

図られました。 

●出島処分場は、埋立終了期限が 10 年延伸となり、令和 16（2034）年までとなりました。 

取り組み 

成  果 

●パトロール車の不法投棄ごみ回収量は、令和 3（2021）年度に 15,640kg/年であり、不法投棄は

減少しています。 

▼町民アンケート結果では、不法投棄対策やアルミ缶など資源物の持ち去り対策について「満足」

と回答した人の割合は 33％でした。 

◆事業者アンケート結果では、不法投棄対策やアルミ缶など資源物の持ち去り対策について「満足」

と回答した事業者の割合は 34％でした。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 
達成 

評価 

パトロール車の 

不法投棄ごみ回収量 
31,750 kg/年 
【平成 26 年度】 

20,000 kg/年 
【令和 2 年度】 

15,640 kg/年 
【令和 3 年度】 ◎ 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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④ 協働型環境づくりの推進 

【現 状】 

●当町では、これまで町⺠や事業者、環境活動団体及び町内会などと連携し、地球温暖化対策へ
の啓発活動、⾃然環境の保全活動、まちの美化活動など様々な活動を展開してきました。また、
主に小学生を対象とした環境学習講座も継続的に実施してきました。しかし、コロナ禍の影響
により、多くの活動やイベントが⾃粛・休止となっています。 

●環境活動団体においては、会員の高齢化が進んでおり、参加者の固定化や参加人数の伸び悩み
といった問題が見受けられます。 

●町⺠アンケートの結果では、環境ボランティア活動に関心があり、時間があれば参加したいと
いう人が多くいることが分かりました。また、事業者においてもＣＳＲ活動の一環として、環
境保全活動に取り組む事業者が増えています。 

●町⺠・事業者アンケートの結果では、環境活動団体の活動内容などに関する情報提供につい
て、「分からない」という回答が多くなりました。 

【課 題】 

●学習指導要領において「持続可能な社会の創り手」の育成が明記されるなど、社会全体での人
材育成が求められています。 

●コロナ禍により地域協働による環境づくりは、大きな変化に迫られています。これを契機に、
これまでの取り組み内容などを見直し、時代のニーズに応じた取り組みへの転換が必要となっ
ています。 

●環境活動団体の活動を活性化していくためには、町⺠や事業者との連携によって、若い世代の
新たな取り組みが求められています。そのためには、ニーズに応じた情報提供や共有が必要と
なっています。 

【目標指標の進捗状況】 

指標項目 基準値 目標値 最新値 
達成 

評価 

町民・事業者・行政の協働・連携

した環境づくりの取り組み 
（３者協働だけでなく、２者間での 

 協働・連携した協議の場も含む） 

40 回/年 
【平成 26 年度】 

100 回/年 以上 
【令和 7 年度】 

10 回/年 
【令和 3 年度】 × 

※「目標に対して順調に進んでいる」◎ 「目標に対して少し遅れている」△ 「目標に対して大幅に遅れている」× 
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【各施策の取り組み状況】 

取り組み 

テーマ１ 
環境活動の活性化 

説 明 

 府中町では前計画策定に際し、町民自身により自分たちが住む地域の環境問題について考え、そ

の解決に向けた自分たちの”行動プラン”をまとめていく会議を実施しました。そうした中、町内

で活動する環境活動団体の重要性を再認識し、町内で活動団体を増やし活動の活性化を目指しまし

た。本計画においても、この考え方を踏まえ、これからも継続して町内における環境活動団体の活

性化に取り組みます。 

府中町の 

取り組み 

●町内における環境活動の活性化に向け、町内の環境活動団体への支援、活動内容の紹介、活動参

加者の募集に取り組みます。 

●府中町ホームページや広報ふちゅうによる環境活動に関する情報発信、環境学習講座や環境イベ

ントの実施など、町民や事業者に対する環境意識の向上に取り組みます。 

 

町民に求められる取り組み 事業者に求められる取り組み 

▼府中町 HP や広報ふちゅう、行政や企業などが実施

する環境学習講座への参加などにより、環境に関

する知識や意識を高め、環境活動への参加を心が

けます。 

◆府中町 HP や広報ふちゅう、行政や他の企業などが

実施する環境学習講座への参加などにより、自ら

が取り組める活動の検討やその実践に努めます。 

 

取り組み 

状  況 

●環境活動団体の活動内容を広報やＨＰに掲載し、新たな活動者の募集を行いました。 

●広報ふちゅうにおいて、定期的にひろしま環境の日（毎月第１土曜日）のテーマ内容を掲載し、

町民に一斉行動を呼びかけました。 

取り組み 

成  果 

●町内で環境活動を行う町民団体の支援数は、横ばいから微減傾向が続いており、令和 3（2021）

年度には 14 団体であり、目標未達成となりました。 

●環境学習講座やイベントの実施回数は、令和 2（2020）年度以降コロナ禍により実施することが

できていません。前期計画期間の最大値は、平成 29（2017）年度の 15 回/年であり、目標未達

成となりました。 

●府中町ホームページにおける環境関係コンテンツの閲覧数は、ごみ分別関連の閲覧数が多く、令

和 3（2021）年度に 21,580 件/年であり、目標を達成することができました。 

▼町民アンケート結果では、環境保全活動団体の数・情報に対して「満足」と回答した人の割合は

20％以下でした。また、「分からない」が 70％以上と回答の大多数を占めています。 

◆事業者アンケート結果では、環境保全活動団体の数・情報に対して「満足」と回答した人の割合

は 20％以下でした。また、「分からない」が 70％以上と回答の大多数を占めています。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 
達成 

評価 

町内で環境活動を行う 

町民団体の支援数 
16 団体 

【平成 26 年度】 
20 団体 

【令和 2 年度】 
14 団体 

【令和 3 年度】 × 

府中町ホームページにおける 

環境関係コンテンツの閲覧数 
6,533 件/年 

【平成 26 年度】 
10,000 件/年 
【令和 2 年度】 

21,580 件/年 
【令和 3 年度】 ◎ 

環境学習講座やイベント 

の実施回数 
17 回/年 

【平成 26 年度】 
25 回/年 

【令和 2 年度】 
15 回/年 

【平成 29 年度】 × 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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取り組み 

テーマ２ 
環境活動の拡大・連携 

説 明 
 町民・事業者・行政の間でまちの環境づくりに関するコミュニケーションを育むことや各活動主

体の交流による活動内容の拡大を期待し、各主体の連携に取り組みます。 

府中町の 

取り組み 

●町民・事業者・行政それぞれが集まり、環境イベントの検討や環境活動を行うなど、各主体の連

携の場の創出に取り組みます。 

●町内で実施されている環境活動について把握し、主体同士の新たな関係づくりに取り組みます。 

●町内で顕著な活動を実施している団体や事業者を表彰し、府中町ホームページなどでの情報発信

に取り組みます。 

 

町民および事業者に求められる取り組み 

▼府中町ＨＰや広報ふちゅうによる環境情報の習得、行政や企業などによる環境学習講座への参加など、他主

体が行っている環境活動に関心を深めることに努めます。 

▼他主体との交流が図れる場を活用し、他主体の活動内容への理解を深め、積極的な交流や連携、意見交換の

実施を図ります。 

 

取り組み 

状  況 

●環境活動団体・町内会・事業者などと連携し、環境学習講座、みどりの仲間フェスタ、空き缶

等散乱ごみ追放キャンペーン、クリーン太田川などの活動を行いました。 

●府中町脱温暖化市民協議会、みくまりの森サポートクラブなどの環境活動にあたっては、町職

員も一緒に活動するとともに、その活動の把握に努めました。 

●府中町公衆衛生推進協議会より、厚生労働大臣賞が２名、県知事賞が２名表彰されました。 

 そのことについて、広報ふちゅうで情報発信を行いました。 

取り組み 

成  果 

●環境保全活動に取り組んでいる町内会率は、93％であり、前回の調査結果から変動はありませ

んでした。 

▼町民アンケート結果では、環境ボランティア活動に「関心がある」と回答した人の割合は 61％

であり、また環境ボランティア活動に「参加したい」と回答した人の割合は 64％でした。 

◆事業者アンケート結果では、環境保全活動に「取り組んでいる」と回答した事業者の割合は43％

であり、目標を達成することができました。 

●町民団体・事業者・行政が協働で行うイベントの企画・実施数は、令和 2（2020）年度以降、

コロナ禍により実施することができていません。前期計画期間の最大値は、平成 30（2018）年

度の 4回/年であり、目標未達成となりました。 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 
達成 

評価 

環境保全活動に取り組んでいる 

町内会率 
93 ％ 

【平成 26 年度】 
100 ％ 

【令和 2 年度】 
93 ％ 

【令和 4 年度】 △ 

環境保全活動に取り組んでいる 

事業所率 
31 ％ 

【平成 26 年度】 
増加を図る 

【令和 2 年度】 
43 ％ 

【令和 4 年度】 ◎ 

町民団体・事業者・行政が協働で

行うイベントの企画・実施 
4 回/年 

【平成 26 年度】 
5 回/年 

【令和 2 年度】 
4 回/年 

【平成 30 年度】 △ 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 
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取り組み 

テーマ３ 
環境に配慮した事業活動の推進 

説 明 

 当町は自動車製造業に関連した企業や工場が集積する企業城下町として成長・発展してきまし

た。町内にはこれらをはじめとした製造業やその他の中小企業などの事業活動が環境に及ぼす影響

が大きいことから、これらの環境負荷を低減するため、環境に配慮した事業活動の普及促進に取り

組みます。 

府中町の 

取り組み 

●町内の事業者が実施する環境に配慮した事業活動の把握に取り組みます。 

●環境に配慮した事業活動を推進するため、府中町ホームページや広報ふちゅう、イベントなどに

おいて事業者の取り組み内容に関する情報発信に取り組みます。 

 

事業者に求められる取り組み 

◆事業活動が環境や社会に与える影響やその責任を再認識し、環境への影響を最小化または最小化に役立つ技

術や商品開発などに努め、信頼される企業を目指します。 

◆環境配慮についての方針や基本理念、具体的な目標や目標達成に向けた行動計画などを計画し、目標達成に

取り組むことで、環境に配慮した事業体制の強化に努めます。 

◆府中町が発行する事業系のごみの減量化やリサイクルに向けた手引書の活用、減量計画書の作成など、事業

活動に伴い発生するごみの適正分別や資源化に努めます。 

 

 

指標項目 基準値 目標値 実績値 
達成 

評価 

事業系ごみ排出量（再掲） 
3,986 t/年 

【平成 25 年度】 
3,975 t/ 年 
【令和 2 年度】 

4,188 t/年 
【令和 3 年度】 × 

環境に配慮した事業活動の状況 
64.0 ％ 

【平成 26 年度】 
増加を図る 

【令和 2 年度】 
60.0 ％ 

【令和 4 年度】 × 

※「目標達成」◎  「目標を若干下回る」△  「目標を大幅に下回る」× 

 

取り組み 

状  況 

●「事業系ごみ減量・リサイクルハンドブック」を作成し、事業者にごみ減量化や過剰包装の自粛

を呼びかけました。 

●事業者が行う資源物の店頭回収について情報を収集し、ホームページで情報を紹介しました。 

取り組み 

成  果 

●事業系ごみの排出量は、令和 3（2021）年度に 4,188t/年であり、目標を達成することができま

せんでした。 

◆事業者アンケート結果では、環境に配慮した事業活動を「実践している」と回答した事業者の割

合は 60％であり、目標を達成することができませんでした。 


